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第 1章 行政改革大綱について 

 

１ 第４次伊那市行政改革大綱の策定にあたって 

本市では、平成 18(2006)年の合併以降、継続して行政改革大綱を策定し、様々な取り組みを

推進してきました。徹底した財政の健全化や職員の定数管理を行いながら、質の高い行政サー

ビスの提供に努めてきました。 

一方、地方自治体を取り巻く状況は、少子高齢化による社会保障費の増大や老朽化した公共

施設等の更新・長寿命化など、今後も行政課題の高度化・多様化が見込まれます。また、社会

情勢として持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ*１）の達成に向けた取り組みが求められる中で、自

治体にも持続可能なまちづくりが求められています。 

 また、働き方改革関連法の施行にともない公務員においても長時間労働への対策や時間外勤

務の短縮に向けた取り組みが求められています。また、情報技術の進展にともない、事務の効

率化に向けてＡＩ*2やＲＰＡ*3、チャットボット*4などの導入が進んでいます。さらに、デジタ

ル手続法の施行により、行政手続きの原則オンライン化など窓口サービスに係る利便性の向上

や簡素化、効率化を図ることが求められています。 

 令和２(2020)年に発生した新型コロナウイルスへの対応に向けた大規模な財政支出や経済の

停滞にともない、しばらくは国や地方自治体を取り巻く財政状況は厳しさを増すことが予想さ

れます。社会活動では大規模な外出自粛や移動制限、３密解消対策にともない、時差出勤やリ

モートワーク*5、遠隔会議等の取り組みが加速しています。 

 地域活動では、新たな生活様式が求められる社会情勢においても、地域活動や防災、減災の

原動力は市民一人一人をつなぐ地域コミュニティであることから、市民との一体感・連帯感の

醸成を図りながら、市民と行政の協働のまちづくりを推進していく必要があります。 

 このような社会情勢の中で、従来の事業や事務処理等を不断に見直し、変化に対応しながら

健全な自治体経営を維持していく必要があります。 

 持続可能な行政運営の実現に向けてこれまでの行政改革の取組を検証し、本市の行政改革の

指針である「第４次伊那市行政改革大綱」を策定し、市民に信頼され、期待される健全な行政

運営の推進を図ってまいります。 

 

２ これまでの行政改革の取組 

（１）これまでの取組 

 本市では、平成 18(2006)年の合併以降、３次に渡る行政改革大綱を策定し、行政サービスの

向上及び財政の健全化に取り組んできました。 

 第３次伊那市行政改革大綱では、基本方針を「市民の信頼と期待に応える、健全な行政運営

の推進」と定め具体的な取組事項について実施又は検討を行ってきました。 

 その結果、令和元年度末時点では、全体の 27 項目（35％）が実施段階にあり、一部実施で

きた 37項目（48％）と合わせて 64項目（83％）の取組を進めています。しかし、目標の達成

にはまだ及ばない取組事項もあることから、継続して取り組んでいく必要があります。 
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○行政改革大綱の経過 

行政改革大綱 基本方針 特徴的な取り組み 

第１次 

 H18（2006） 

～H22（2010） 

住民が主役の地域分

権型のまちづくり 

・指定管理者制度*6の導入 

・外部評価の導入 

・未収金対策*7開始 

第２次 

  H23（2011） 

～H27（2015） 

市民の視点に立った

効率的な行政運営の

推進 

・財政健全化プログラム*8開始 

・窓口業務の民間委託（市民・水道窓口） 

・市営住宅管理に管理代行制度*9導入 

第３次 

  H28（2016） 

～R2（2020） 

市民の信頼と期待に

応える健全な行政運

営の推進 

・定住自立圏*10による新たな広域連携の推進 

・ICT*11を活用したサービスの充実と事務の効率化 

・公共施設等総合管理計画*12、個別施設計画策定 

○第 3次行政改革大綱 基本目標別の達成状況（令和元年度末時点） 

     進捗段階 
 
基本目標 

Ａ 
（実施） 

Ｂ 
(50%以上の一

部実施) 

Ｃ 
(50% 未 満 で

一部実施) 

Ｄ・Ｅ 
(検討・未実

施) 

計 

Ⅰ 行政サービスを意

識し行動する質の高い

行政組織の構築 

6 5 2 1 14 

43% 36% 14% 7% 100% 

Ⅱ 健全で持続可能な

財政運営の推進 

11 14 4 4 33 

33% 43% 12% 12% 100% 

Ⅲ 市民が主役の協働

のまちづくりの推進 

10 9 3 8 30 

33% 30% 10% 27% 100% 

合計 
27 28 9 13 77 

35% 36% 12% 17% 100% 

 

（２）組織体制 ～合併から 15年で 4分の 1以上の職員を削減～ 

職員数は、２次に渡る定員適正化計画*13 を策定し定員管理を行いながら、社会情勢の変化に

対応した組織の見直しを行いました。第２次定員適正化計画では平成 26(2014)年４月１日現在

職員数の約１割削減を目標に、令和６(2024)年４月１日の目標値を 588 人としています。令和

２(2020)年４月１日時点では、目標数 612 人に対し職員数は 608 人と計画目標をやや上回るペ

ースで削減しています。 

 ○定員適正化計画と正規職員数の推移 

 

832 758 708 661 616 608

832
781 737

679 636 612 597 592 588 588

0

500

1000

H17 H20 H23 H26 H29 R02 R03 R04 R05 R06

職
員
数
（
人
）

年度

定員適正化計画と正規職員数の推移

実績

計画
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（３）公共施設 ～総合管理計画及び個別施設計画を策定～ 

 公共施設は、平成 27(2015)年度に伊那市公共施設等総合管理計画を策定し、財政の健全化を

維持しながら管理運営していくこととしています。計画では、基本方針として「適正な総量資

産の設定」「施設の統廃合」「施設の長寿命化」を定め、公共施設に係るトータルコストの縮減

と費用の平準化を図ることとしています。 

 また、低炭素社会の構築が求められる中で、本市では「伊那から減らそうＣＯ２」に取り組み、

公共施設の木質バイオマスエネルギーの利用や木質化による地域材の利用促進、太陽光発電や

蓄電システムの導入による再生可能エネルギーの活用、照明器具のＬＥＤ化による省電力化を

進めてきました。 

 ○伊那市公共施設等総合管理計画 基本方針より 

   

（４）財政状況 ～財政健全化を維持、義務的経費が増加傾向～ 

 財政状況は、平成 18(2006)年度からの徴収対策及び平成 23(2011)年度からの財政健全化対策

を講じ、財政の健全化に取り組んできました。 

 ○主な財政指標の推移                出典:伊那市財政健全化プログラム（令和元年度版） 

指標名 実質収支比率 経常収支比率 財政力指数 実質公債費比率 将来負担比率 

H26(2014) 5.0％ 89.4％ 0.48 12.4％ 60.2％ 

H27(2015) 4.8％ 87.4％ 0.48 11.1％ 29.7％ 

H28(2016) 5.0％ 89.6％ 0.49 9.9％ ― 

H29(2017) 5.0％ 89.4％ 0.49 9.8％ ― 

H30(2018) 4.3％ 88.7％ 0.49 9.5％ ― 

R元(2019) 4.7％ 89.7％ 0.49 8.6％ ― 

財政指標は、健全化プログラムの取組により改善してきています。 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（公営企業、一部

事務組合への支出のうち公債費相当分）の標準財政規模に対する比率を示す指標です。平成

30年度(2018)では 9.5％で、総務省が示す基準を下回っており「健全段階」にあります。 

適正な総資産量の設定１

•（１）適正な総資産量の算出

•（２）超過する資産量の把握

•（３）維持・更新施設と統廃合施設の振分け

施設の統廃合２

•（１）地元や施設利用者との協議

•（２）統廃合の最終決定

•（３）統廃合方法の決定

施設の長寿命化３

•（１）点検、診断

•（２）維持、更新費用の算出
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   将来負担比率は、伊那市が将来負担すべき公営企業、一部事務組合を含む実質的な負債の

標準財政規模に対する比率で、数値なし（０％以下）で「健全段階」にあります。 

一方、経常収支比率は、財政の弾力性を示す指標で 75％程度が適当と言われており、若干

改善がみられますが依然として硬直化が進んだ状態にあります。 

 

 ○未収金総額、実滞納者数、徴収率の推移            出典：第 5次徴収対策プログラム 

   

   本市では、未収金を増大させてしまった過去の経験を踏まえ、平成 18年度(2006)以降、徴

収方針を定めた計画を策定し、総合的な徴収対策を講じ、未収金の削減に努めてきました。 

これまで積み上げてきた徴収への姿勢を堅持する中で未収金の縮小及び納付義務者の公平

を確保し、適正な債権管理に努めています。 

  

14.0 
12.5 

9.6 
6.6 5.4 4.5 3.6 

H19 H21 H23 H25 H27 H29 R1

90.5% 91.0%

92.7%

94.9%
95.9%

96.6% 97.2%

6,788 
5,957 

5,068 

4,205 
3,833 3,576 3,450 

徴収率（％） 

実滞納者数 （人） 

未収金総額 （億円） 
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第２章 本市を取り巻く状況 

１ 人口推計  ～今後 20年で１割減少～ 

 本市の将来推計人口では、伊那市地方創生人口ビジョン*14(第２期)によると年間約 300 人減少

すると推計しており、20年後の令和 22(2040)年には６万人を割り込むとしています。 

 年齢構成別では、生産年齢人口は年間 400 人ほど減少する一方、高齢者人口は年間 100 人ほど

増加することが見込まれています。 

 年齢構成が変化することで市税収入の減少や医療や介護に係る社会保障費の増加などが見込ま

れることから、持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを行う必要があります。 

○伊那市の人口推計                   出典：伊那市地方創生人口ビジョン 

   

 ○年齢構成内訳 

   

 

  

68,271 66,249 64,665 63,051 61,358 59,616 57,950 
68,271 

65,269 
61,976 

58,622 
55,141 

51,571 
47,972 

0
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人
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地方創生人口ビジョン（第2期）

社人研推計（H27国調）

Ｈ22 Ｈ27 R2 R7 R12 R17 R22

年少人口（14歳以下） 10,235 9,226 8,668 8,393 8,345 8,003 7,744

生産年齢人口（15～64歳） 41,919 38,149 36,260 34,598 32,761 31,043 28,627

高齢者人口（65歳以上） 18,929 20,421 21,321 21,672 21,945 22,313 23,245

0%

20%
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80%
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構
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％
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２ 組織体制 ～年代別職員構成に偏り～ 

○正規職員数と年代別構成                参考：平成 30年(2018)各市公表データ 

※消防、病院、交通職員を除き、全体を案分して補正している。 

 本市の職員数は、全国の類似団体*15 平均値をやや上回っているものの、平成に合併した自治

体との比較ではほぼ同水準となっています。一方、職員定数目標達成に向けて採用抑制を行っ

た結果、年代別の職員構成に偏りがみられます。今後の定員適正化にあたっては、安定した行

政サービスの提供や業務量に応じた組織体制を考慮しながら採用方針の見直しを行い、次世代

を担う人材の確保に向けて計画的に取り組む必要があります。 

○一般行政職員数の推移                      参考：給与実態調査（総務省） 

   

（注）給与実態調査の職員数には保健師、保育士等の職員を含まない。 

 事務職の職員数を表す一般行政職員数は、全国の類似団体平均値を下回っていますが、時間

外勤務時間手当は増加傾向にあり、事業の見直しや事務の効率化を図る必要があります。これ

からの社会情勢の変化に伴う住民ニーズの変化に対応していくためには、従来の業務の必要性

や実施主体、手法等を見直し、事業の選択と集中、事務の効率化、民間との協働や協創の推進、

他自治体との連携等を推進する必要があります。 
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○職員構成と人件費の推移                         資料：総務課 

  

○県内各市（人口 12万人以下）の人口 1万人当たりの職員数           資料：総務課調べ 

  
※消防、病院、交通職員を除く。                             

 本市の正規職員数と非常勤（現在の会計年度任用職員*16）職員数は反比例の関係にあり、合

計職員数は近年 1,400人弱で推移しています。また、人件費は平成 24年度(2012)頃から横ばい

で、年間 50億円程度で推移しています。 

 また、県内各市（人口規模 12万人以下）との職員数の比較では、正規職員数は平均並み、非

常勤職員数は平均を上回っています。 

 非常勤職員数は、全体的には正規職員退職にともなう補充などにより増加傾向にあります。

総体的に抑制を図るためには、止められる事業の見直しや業務の民間委託、情報技術を活用し

た事務の効率化等について取り組む必要があります。 
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３ 公共施設  ～約半数の施設は、大規模改修の目安の築 30年を超過～ 

 本市の市民一人当たりの公共施設延床面積は 5.4 ㎡で、全国の類似団体における住民一人当

たりの延床面積平均値を上回っています。また、一般的に大規模改修の目安とされる施設は建

築から 30 年を経過した施設とされるなかで、平成 2 年(1990)以前の建物は全体の約 46％を占

めています。今後予定されている主な事業は、総合支所の更新や鳩吹クリーンセンター等の解

体、これらの跡地利用等があります。公共施設等総合管理計画では、施設の更新にあたっては

施設の長寿命化や統廃合による縮小を図ることとしており、人口推計や利用者数など将来を見

据えて適正な規模としていく必要があります。 

 また、施設整備の財源は合併から 10年以上経過する中で合併特例事業債の充当事業は確定し

ていることなどから、これとは別に有利な財源の確保に努める必要があります。 

 さらに、社会情勢として低炭素社会への配慮が求められており、公共施設においても十分配

慮していく必要があります。 

 ○類似団体の建物延べ床面積             参考：公共施設状況調べ経年比較表（総務省） 

   

 ○公共施設整備延床面積の推移                参考：平成 30年度伊那市固定資産台帳 
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４ 財政健全化 ～扶助費は合併以降 7 割増加～       参考：H30市町村財政比較分析表 

 ○主な財政指標                                       

     

 ・財政力指数 …財政力を示す指数で指数が高いほど財源に余裕があると言えます。 

 ・経常収支比率…財政の弾力性を示す指標で 75％程度が適当とされており、高いほど硬直化

が進んだ状態にあります。 

 ・実質公債費率…借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを財政規模に対する割合で表し

たもので、総務省の示す基準を下回り「健全段階」にあります。 

 ・将来負担比率…借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、財政規模に対する割

合で表したもので、数値なしの「健全段階」にあります。 

 財政状況を示す財政指標は財政健全化プログラムの着実な実行により、将来負担比率が「数

値なし」になるなど概ね良好に推移しています。実質公債費比率は類似団体と差が見られます

が、これは一部事務組合等に係る公債費相当分の負担金等が増加していることが原因であり、

早急の改善は難しい状況にあります。積極的に繰上償還を行うなど着実な改善を図る必要があ

ります。 

 また、収入は、合併に係る地方交付税や特例債の優遇措置の終了、人口減少による税収や地

方交付税の減少が見込まれ、大幅な増加が見込めない状況にあります。地域活性化につながる

移住定住施策や企業誘致等に取り組み、財政基盤の強化と安定化を図る必要があります。 

 ○義務的経費（人件費、扶助費、公債費） 

 

0.49 0.51 0.51

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

伊
那
市

類
似
団
体

全
国

財政力指数

88.7 92.2 93

0

20

40

60

80

100

伊
那
市

類
似
団
体

全
国

%
経常収支比率

9.5
7.8

6.1

0

5

10

15

20

25

伊
那
市

類
似
団
体

全
国

%
実質公債費比率

0

25.4
28.9

0

10

20

30

40

50

伊
那
市

類
似
団
体

全
国

将来負担比率

H18 H21 H24 H27 H30

公債費 4,851 5,074 4,744 4,158 4,064

扶助費 2,802 3,019 4,109 4,520 4,886

人件費 5,531 5,122 4,776 4,924 4,562

義務的経費 42.7% 42.3% 43.0% 37.7% 41.2%

30%

35%

40%

45%

50%

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

決
算
に
占
め
る
義
務
的
経
費
の
構
成
比

義
務
的
経
費
の
内
訳
（
百
万
円
）

義務的経費の推移



11 

 義務的経費は、定員適正化計画の着実な実行による人件費の削減や「返すより多く借りない」

方針の徹底による公債費の縮減により全体では縮小しています。一方、社会保障に係る扶助費

については年々増加傾向にあり、将来の財政の硬直化を抑えるためにも義務的経費全体の抑制

に努める必要があります。 

 ○投資的経費（普通建設事業費等） 

   

 普通建設事業費等については、国等の補助金や交付税措置のある起債を活用するなど、有利

な財源の確保に努めながら、環状線の延伸や公民館の建て替えなどの大型事業に計画的に取り

組んだ結果、増加傾向にあります。 

 今後は、老朽化した市営住宅や総合支所、保育園等の更新など大型事業が見込まれています。

整備にあたっては有利な財源の確保に努めるとともに、健全な財政を維持するために計画的に

取り組み、事業費の平準化を図る必要があります。また、将来の人口推計や市民ニーズの変化

を捉えながら適切な規模としながら、低炭素社会の構築にも配慮していく必要があります。 

 ○経常収支比率 

   

 伊那市の経常収支比率は 87.6 で、類似団体の 92.2 よりも低く、財政構造の弾力性は類似団

体よりも高い状況にあります。一方、この中で補助費等は類似団体と比較し２倍以上高くなっ

ており、これは下水道事業やごみ処理、病院事業などに係る負担金が主な要因であることから、

企業会計や一部事務組合等と連携しながら経費削減に努める必要があります。  

H26 H27 H28 H29 H30

伊那市 40,687 69,270 59,010 71,234 67,804

類似団体 65,988 77,507 67,319 70,615 69,185
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第３章 第４次伊那市行政改革大綱について 

 

１ 位置づけ 

 本市では令和元(2019)年度からの 10年間を目標年度とした、第２次伊那市総合計画に基づくま

ちづくりに取り組んでいます。 

 第２次伊那市総合計画に掲げる将来像「未来を織りなす 創造と循環のまち 伊那市」の実現

に向けて基本目標の一つである「地域の未来を協創する協働のまちづくり」を行うための主要施

策として位置づけられた「市民の視点に立った行財政運営」の実現に向けて、第４次行政改革大

綱を策定します。 

 

２ 期間 

 第４次行政改革大綱の推進期間は令和３(2021)年度から令和 7(2025)年度までの５年間としま

す。なお、社会情勢の変化等にともなう改訂は随時行っていくものとします。 

 

３ 基本方針 

 本市の財政状況は、少子高齢化の進行や市民ニーズの多様化等に加えて、新型コロナウイルス

への対応に向けた大規模な財政支出や地域経済の停滞による税収の減少などにより、今後しばら

くは、厳しさが増すことが予想されます。 

 社会活動では、新型コロナウイルス感染拡大防止を契機としてテレワークやオンライン化の取

組が加速しています。また、政府ではデジタルファースト法を制定し、デジタル庁の設置を進め

ています。今後、行政においても行政手続きのオンライン化や情報技術の活用による行政事務の

効率化、テレワークによる職員の働き方改革などデジタル社会へ対応していく必要があります。 

 このため、厳しい財政状況の中、限られた経営資源（人、モノ、カネ、情報等）を最大限に活用

して持続可能な地域社会を構築するとともに、デジタル社会への変革に対応した行政サービスの

提供や事務の効率化、働き方改革等を推進するため、基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

  

基 本 方 針 

 

次世代につながる持続可能な行財政運営の推進と 

デジタル社会への対応 
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４ 基本目標及び推進項目 

 基本方針の実現に向け、次の４つの基本目標及び９つの推進項目を定めます。 

 

（１）行政サービスの充実と市民の参画、協働の促進 

市民に身近な基礎自治体として市民一人一人に寄り添い、少子高齢化の中で安定した行政サ

ービスを提供していくためには、市民にとって分かりやすく丁寧な応対や、市民が必要な時に

必要な情報を入手しやすい情報発信に努めながら、社会情勢の変化に応じたサービスの提供に

努めていく必要があります。また、複雑化・多様化する地域課題の解決に向けて、市民、団体、

事業者、行政が、様々な場面で多様な視点を持ち、それぞれが強みを発揮し弱みを補い合いな

がら、一体となって対応していくことが求められています。 

このため、将来にわたって質が高く安定した行政サービスの提供を行うとともに、多様な市

民の参画や協働により様々な地域課題の解決に向けた取り組みを推進します。 

  ア 行政サービスの充実 

   市民の視点に立ち市民窓口サービスの充実や行政情報の効果的な情報発信に取り組み

ます。また、市が関与するサービスやイベント等の目的や達成状況を検証し、見直しや

改善を図ります。 

  【主な取組事項】 

  ・窓口に係る手続きの簡略化及びワンストップ窓口の推進 

  ・対象に適した媒体の選択と的を絞った情報発信の推進 

  ・市民ニーズや社会情勢の変化に対応したサービスやイベントの見直し 等 

 

（４）デジタル技術活用の推進 

（３）持続可能な財政運営の推進 

（１）行政サービスの充実と 

（１）市民の参画、協働の促進 

（２）組織運営の確立と 

（２）官民連携の推進 

ア 行政サービスの充実 

イ 市民の参画と協働の促進 

ア 新産業技術による地域課題解決の推進 

ア 健全な財政運営の推進 

ア 組織のスリム化と人材育成 

イ 行政サービスにおけるデジタル化の推進 

イ 公共施設の適正管理 

イ 官民連携の推進 

基 本 目 標 推 進 項 目 

ウ 行政の効率化及び働き方改革の推進 
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  イ 市民の参画と協働の促進 

   多様化する市民ニーズに対応するため、政策形成段階における市民の参画を促進します。

また、地域が抱える様々な課題に対応するため、協働体制の構築を促進します。 

  【主な取組事項】 

  ・政策形成段階における若者や女性等を含めた多様な市民の参画促進 

  ・地域づくり活動や学校づくり活動における協働の促進 

  ・市民の参画における情報技術活用の推進 等 

 

（２）組織運営の確立と官民連携の推進 

複雑で多様化する行政課題に対応しながら真に必要な市民サービスを提供していくためは、

社会情勢やニーズの変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織体制を構築していく必要があります。

また、厳しい財政運営が続く中で、職員定数の適正化を図りながら安定した行政サービスを提

供していくためには、より効率的で効果的な行政運営を推進していく必要があります。 

このため、社会情勢の変化を捉えて職員数及び組織の適正化を図り、将来にわたり市民から

信頼される行政組織の運営を進めます。また、質が高く安定した行政サービスの提供に向けて、

民間のノウハウを活用した官民連携を推進します。 

  ア 組織のスリム化と人材育成 

   社会情勢の変化に応じた行政課題に迅速かつ的確に対応するため、組織体制の適正化や次

世代育成に取り組みます。 

  【主な取組事項】 

  ・本庁と総合支所の役割分担の検証及び組織のスリム化 

  ・正規職員数及び会計年度任用職員数の適正化（定員適正化計画関係） 

  ・次世代育成及び女性活躍の推進（特定事業主行動計画関係） 等 

  イ 官民連携の推進 

   民間のノウハウの活用等により適切かつ良質な行政サービスの提供が見込まれる分野にお

いて、指定管理者制度の運用や民間委託等による官民連携を推進します。 

  【主な取組事項】 

  ・指定管理者制度の運用による業務の効率化 

  ・民間委託による行政サービスの提供 等 

 

（３）持続可能な財政運営の推進 

財政運営では、財政指標はいずれも早期健全化基準を下回っていますが、今後、少子高齢化

の進行による社会保障費の増加や、新型コロナウイルスへの対応に向けた大規模な財政支出な

どにより本市の財政状況は厳しい状況で推移することが予想されます。 

このため、これからも安定的な財政運営を維持していくため、持続可能な財政運営に努める

とともに、公共施設の適正管理や有効活用を推進します。 
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  ア 健全な財政運営の推進 

   持続可能な行財政運営を推進するため、中長期的な経営視点に立ち、安定的で健全な財政

運営を行います。 

  【主な取組事項】 

  ・健全な財政運営（財政健全化プログラム関係） 

  ・未収金削減と財源確保（徴収対策プログラム関係等） 等 

  イ 公共施設の適正管理 

   公共施設の老朽化へ対応するため長寿命化を計画的に進めます。また、施設の利用需要の

変化に対応するため、規模の見直しや統廃合を進め、不要となった未利用財産の有効活用や

処分を促進します。 

  【主な取組事項】 

  ・長期的視点に立った施設規模の適正化と長寿命化（公共施設等総合管理計画関係） 

  ・「事務事業の実施における公的関与の見直しに関する方針*17」に基づく施設管理の適正化 

  ・未利用市有地の有効活用と処分の促進 等 

（４）デジタル技術活用の推進 

本市の人口推計では、令和 7 年度(2025)の高齢化率は 33.8％で３人に１人は 65 歳以上にな

ると予測しています。また、運転免許証自主返納者は令和元年（2019）度は年間 286 件であり

年々増加傾向にあることなどから、今後、移動手段を持たない高齢者に対して買い物や医療、

交通などの生活支援を強化していく必要があります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止

を契機として、行政手続きのオンライン化や情報技術の活用による行政事務の効率化などデジ

タル社会への対応が求められています。 

このため、生活支援等に係る地域課題の解決に向けて、産学官の連携により新産業技術*18 を

活用し、将来にわたって住み慣れた地域で暮らし続けるための取組を推進します。また、情報

技術の活用により、行政サービスの利便性の向上や行政業務の効率化を図ります。 

  ア 新産業技術による地域課題解決の推進 

   少子高齢化社会における買い物、交通、医療等における地域課題に対して、新産業技術を

活用して課題解決を図り、持続可能な住み続けられる地域社会の構築を推進します。 

  【主な取組事項】 

  ・産学官連携による地域課題解決に向けた実証実験の推進 

  ・公共交通、買物物流、遠隔医療等における新産業技術の実装 等 

  イ 行政サービスにおけるデジタル化の推進 

   行政サービスにおいて情報技術の活用を進め、行政手続きにおける利便性の向上やオンラ

イン化に向けた取り組みを推進します。 

  【主な取組事項】 

  ・押印、対面、書面手続きの見直し及びデジタルファースト*19の推進 

  ・電子申請の推進及びオンラインサービスの充実 等 
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  ウ 行政の効率化及び働き方改革の推進 

   行政事務の効率化を図るため、情報技術を活用した事務の効率化やオンライン会議等によ

る業務の効率化、テレワーク等による働き方改革に取り組みます。 

  【主な取組事項】 

  ・ＩＣＴ、ＡＩ、ＲＰＡ等を用いた事務の効率化 

  ・オンライン会議等による業務の効率化  

  ・テレワーク等による働き方改革の推進 等 

○取組事項 

具体的な取組事項については、関係のある計画との役割分担を整理し、別途実行計画を定めて

推進します。 

 

５ 推進体制 

  

 

庁内推進体制 

全庁組織 
実行計画の推進 

行政改革組織 
取組状況の検証等 

本部会議（庁議） 
統括 

計画策定・進行管理に関する答
申、助言など 

伊那市行政改革審議会 

諮問 

答申 

報告 

意見 
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附属資料 

 

１ 伊那市行政改革審議会委員（令和２年度） 

 

役 職 氏 名 所属団体等 役職等 

会 長 神 勝紀 信州大学農学部 教授 

副会長 飯島 信子 

伊那市男と女ネットワー

ク協議会 
会長 

 吉澤 文男 伊那商工会議所 副会頭 

 唐木 孝 

関東信越税理士会 

伊那支部 
  

 小口 知彦 伊那食品工業株式会社 常務取締役 

 村田 和憲 

一般財団法人 

長野経済研究所 
主任研究員 

 中曽根 隆文 伊那市金融団 長野銀行 伊那支店長 

 篠田 貞行 

社会福祉法人 

伊那市社会福祉協議会 
会長 

 池上 忍  行政経験者   
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２ 用語解説 

 

用語 頁 解説 

＊１ ＳＤＧｓ 2 「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の

略称で、国際社会共通の目標。 

＊２ ＡＩ 2 「Artificial Intelligence」の略で「人工知能」。 

＊３ ＲＰＡ 2 「Robotic Process Automation」の略語で、用いて行っている

一連の事務作業を自動化できる「ソフトウェアロボット」。 

＊４ チャットボット 2 「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、人工知能

を活用した「自動会話プログラム」。 

＊５ リモートワーク 2 職員が情報通信機器等を活用して自宅等で勤務する形態。 

＊６ 指定管理者制度 3 地方自治法に基づく公の施設の管理を、議会の議決を経て指定

される「指定管理者」に委任する制度。従来の公共的団体等へ

の「管理委託制度」に代わり導入された。なお、この指定管理

者には民間事業者も含まれる 

＊７ 未収金対策 3 伊那市全体の徴収方針を定めた対策。平成 18 年度以降、全庁

横断的な債権マネジメントへの取組が行われている。 

＊８ 財政健全化プログ

ラム 

3 厳しい財政状況の中で、財務体質の強化を図り、安定した財政

運営を行うための指針と具体的な取組を示した計画。 

＊９ 管理代行制度 3 公営住宅法で定められた制度で、地方住宅供給公社等の法人が

公営住宅を管理する制度。 

＊10 定住自立圏 3 近隣市町村で相互に役割分担し、連携・協力することにより、

圏域全体で必要な生活機能を確保し、地方圏への人口定住を促

進する政策。 

＊11 ＩＣＴ 3 ICTは「Information and Communication Technology（情報通

信技術）」の略で、通信技術を活用した産業やサービスの総称。 

＊12 公共施設等総合管

理計画 

3 全ての公共施設等を対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ

計画的に管理する計画。 

＊13 定員適正化計画 3 職員の定員適正化のための取組を積極的に進めていくため、職

員数の数値目標等を定めた計画。 

＊14 伊那市地方創生人

口ビジョン 

6 伊那市における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方

向と人口の将来展望を示したビジョン。 
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＊15 全国の類似団体 7 国が人口と産業構造の２要素の組み合わせよって設定。規模の

似ている自治体との比較をする場合に利用される。伊那市は、

令和２(2020)年度時点で都市Ⅱ－１（69市）に分類されている。 

＊16 会計年度任用職員 8 地方公務員法第 22 条の 2 の規定に基づき任用される非常勤職

員。 

＊17 事務事業の実施に

おける公的関与の

見直しに関する方

針 

15 効率的な事務事業の執行を目指し、「行政関与の適正化」「事

務事業の整理、統合、廃止」「民間委託等の推進」についての

基本的な考え方を示した方針。（H24.12.10 行政改革推進室長

通知） 

＊18 新産業技術 15 インターネットとモノをつないで製品開発やサービスに生か

す取り組みであるＩｏＴ（Internet of Things）や人工知

能、ビックデータ等の情報技術を活用した新しい産業技術。 

＊1９ デジタルファース

ト 

15 情報通信技術を活用した行政の基本原則(デジタルで完結、二

度提出することを不要、複数の⼿続をワンストップで実現)に

基づく⾏政⼿続等の利便性の向上や⾏政運営の簡素化・効率

化する制度。 

 


